
専 決 処 分 書                 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により，平成２５年度藤沢市一般会計補正予

算（第７号）を次のとおり専決処分する。 

２０１４年（平成２６年）２月 ５日 

藤沢市長  

                        鈴  木  恒  夫    

 

 

 

平 成 ２ ５ 年 度 藤 沢 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） 

 

平成２５年度藤沢市一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入予算の国庫補助金に３，２８０千円増額し，繰越金を３，２８０千円

減額とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は，「第２表継続費補正」による。 

 

参 考 

地方自治法 抜粋 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき，第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき，普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき，又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは，当該普通地方公共団体の長は，その議決すべき事件を処分する

ことができる。 

３ 前２項の規定による処置については，普通地方公共団体の長は，次の会議にお

いてこれを議会に報告し，その承認を求めなければならない。 
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